
【令和8年４月1日施行】

⑴ 子ども・子育て支援金制度の概要について
⑵ 嘉麻市国保の「子ども子育て支援金率」設定について
⑶ 今後のスケジュールについて
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【こども家庭庁資料から抜粋】

1

保険者として、

「子ども子育て支援納付金

分」

保険税率（額）

の設定を行います。

※令和8年４月１日施行

嘉麻市国保が行うこと①

【子ども・子育て支援金制度の概要】



・被保険者から納付いただいた「子ども子育て支援納付金分」の保険税の全額を国に納付します。

※使途は、「子育て支援関係」に限定されています。

嘉麻市国保が行うこと➁

２

【子ども・子育て支援金制度の概要】 ～支援金徴収の流れ～ 【こども家庭庁資料から抜粋】



【子ども・子育て支援金制度の概要】

保険者として、

「子ども子育て支援納付金

分」

の創設の目的・使途について

周知広報を行います。

嘉麻市国保が行うこと③

～支援金対象費用～

３

【こども家庭庁資料から抜粋】



【子ども・子育て支援金率の設定について】

【県が県下自治体ごとの「子ども・子育て支援納付金」分の納付金及び標準保険料率を算出する前段として・・】
予め次のルールが県内自治体合意のもと決定されました

◆算定方式３方式（所得割・均等割・平等割）◆応能：応益 β：１ ◆均等割：平等割 ６：４
４

【福岡県医療保険課資料から抜粋】



【子ども・子育て支援金率の設定について】

１．県から示された、嘉麻市における令和８年度の「子ども・子育て支援金分」の納付金額は、次のとおりです。

１９，６３９，１４５円

２．県から示された、嘉麻市における令和８年度の「子ども・子育て支援分」の標準保険料率は、次のとおりです。

0.28(ｱ) 所得割率 %：基礎控除後の総所得額の計に乗じて算出

(ｲ)-1 均等割額 円：18歳以上の被保険者 1人あたりの額1,080

（ｳ） 平等割額 円：1世帯当たりの額1,070

(ｲ)-2 18歳以上被保険者均等割額 円：全額軽減される18歳未満被保険者の均等割額を賄うため必要となる額60

市町村ごとの保険税率の標準的な
水準を表す数値として、県内統一
の基準に基づいて県が算定する値

５

【参考値】県試算：福岡県の国保加入者の平均月額（仮算定結果）

【協議事項】
県が算定した、当市の標準保険料率を参酌のうえ、当該税率（額）を令和８年度の

嘉麻市国保の子ども・子育て支援金率として設定してよろしいか。



６


